
 

 

 

諮問第50号の答申                        

経済センサス-基礎調査及び商業統計調査の変更について（案） 

 

 

本委員会は、諮問第50号による経済センサス-基礎調査及び商業統計調査の変更につ

いて審議した結果、下記のとおり結論を得たので、答申する。 

 

記 

  

１ 本調査計画の変更 

(1) 承認の適否 

総務大臣から平成25年３月19日付け総統基第44号により申請された「基幹統計調

査の変更について（申請）」及び経済産業大臣から平成25年３月19日付け20130318

統第２号により申請された「基幹統計調査の変更について（申請）」について審査

した結果、以下のとおり、統計法（平成19年法律第53号）第10条各号の各要件（基

幹統計の作成目的に照らして必要かつ十分であること、統計技術的に合理的かつ妥

当なものであること、他の基幹統計調査との間の重複が合理的な範囲を超えていな

いこと）のいずれにも適合しているため、「平成26年に実施する経済センサス-基

礎調査」（基幹統計調査）（以下「基礎調査」という。）及び「同年に実施する商

業統計調査」（基幹統計調査）（以下「商業調査」という。）の変更を承認して差

し支えない。 

 

(2) 理由等 

ア 調査事項の変更 

（ア）変更事項１（基礎調査固有事項） 

     基礎調査の調査事項について、総務省の申請では、平成25年１月から運用が

開始された事業所母集団データベースのデータの補完を目的として、年間総売

上（収入）金額（以下「総売上高」という。）を新たに把握する計画である。 

これについては、①総売上高について、各種調査において複数回の回答を求

められることによる報告者負担の増加及びこれに伴う回収率の低下等が懸念さ

れるものの、総売上高のデータ移送が可能な統計調査については当該データを

移送する等の対応を講ずるとしていること、②効果として、運用初期段階にお

ける事業所母集団データベースの有用性の向上及び利活用のための環境整備に

資することが期待できることを総合的に勘案した結果、承認することが適当で

ある。（別紙参照） 

なお、本答申において承認することが適当と判断したのは、今回諮問された

平成26年基礎調査に係るものであり、平成26年基礎調査実施後の在り方につい

ては、後述３の今後の課題で示した方向で検討する必要がある。 

資料２ 
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ただし、実査を担当する地方公共団体において、総売上高の把握に伴う事務

負担の増加について懸念が示されていることから、調査実施者は、地方公共団

体における事務負担の軽減方策について、地方公共団体と十分調整する必要が

ある。 

（イ）変更事項２（基礎調査及び商業調査共通事項） 

     基礎調査及び商業調査の調査事項について、総務省及び経済産業省の申請で

は、前回の基礎調査で把握していた「別経営の事業所から派遣されている人等」

の人数に「出向」の人数が含まれている可能性があることから、「出向」、

「派遣」別に人数を把握する計画である。 

     これについては、雇用形態等、取扱いに差異がある「派遣」と「出向」につ

いて適切に把握することが可能になることから、適当である。 

（ウ）変更事項３（商業調査固有事項） 

     商業調査の調査事項について、経済産業省の申請では、近年、電子マネーの

決済金額が拡大している傾向にあることから、「年間商品販売額の販売方法別

割合」欄の選択肢に「電子マネーによる販売」を追加する計画である。 

     これについては、企業会計上、勘定科目が区分されておらず、管理会計を実

施する一部企業を除き直ちには金額ベースでの把握は困難であること、また割

合ベースであっても、商業活動の実態を明らかにする上で、新たな決済手段で

ある電子マネーの利用実態の把握に資すると認められることから、適当である。 

  （エ）変更事項４（商業調査固有事項） 

商業調査の調査項目について、経済産業省の申請では、売上総額に占めるイ

ンターネットを利用した通信販売の割合が増加傾向にあることから、「年間商

品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合」欄の選択肢に「インターネ

ット販売」を追加する計画である。 

     これについては、企業会計上、勘定科目が区分されておらず、管理会計を実

施する一部企業を除き直ちには金額ベースでの把握は困難であること、また割

合ベースであっても、平成 24 年経済センサス-活動調査において同様の調査項

目を設定しており、インターネット販売の普及の度合いについて、経年変化の

状況の把握に資すると認められることから、適当である。 

  （オ）変更事項５（商業調査固有事項） 

商業調査の調査項目について、経済産業省の申請では、事業所において記入

が困難であるとするところが多かったことから、商品手持額について、事業所

を対象とした年度末時点での把握から、企業を対象とした年初及び年末時点で

の把握に変更する計画である。 

これについては、在庫額とその増減及び国民経済計算における商業マージン

のより正確な把握の可能性につながることから、適当である。 

 

  イ 調査期日の変更（商業調査固有事項） 

    商業調査の調査の基準となる日について、経済産業省の申請では、従来の「６

月１日現在」から「７月１日現在」に変更する計画である。 
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これについては、基礎調査と商業調査を一体的に実施することに伴う措置であ

り、報告者負担の軽減に資することから、適当である。 

    ただし、実査を担当する地方公共団体において、事務負担の増加について懸念

が示されていることから、調査実施者は、地方公共団体における事務負担の軽

減方策について、地方公共団体と十分な調整をすることが必要である。 

 

ウ 調査対象期間の変更（商業調査固有事項） 

商業調査の「年間商品販売額等」、「年間商品販売額の販売方法別割合」等の

調査対象期間について、経済産業省の申請では、経済センサス-活動調査との比

較可能性を高めるため、年度による把握から暦年による把握に変更する計画であ

る。 

これについては、報告者に新たな負担を強いる面があるものの、調査の結果利

用の利便性が向上すると考えられることから、やむを得ない。 

 

エ 調査方法の変更 

（ア）変更事項１（基礎調査及び商業調査共通事項） 

     基礎調査及び商業調査における本社一括調査の調査系統及び対象範囲につい

て、総務省及び経済産業省の申請では、下表のとおり変更する計画である。 

 

表 

区分  変更後  現行  変更理由  

調査系統の

変更  

配布・回収：総務省・

経済産業省－民間事業

者－報告者  

回収（督促含む。）：

報告者－総務省・経済

産業省、報告者－都道

府県、報告者－市  

（基礎調査）  

配布・回収（督促含む。）：

総務省－報告者、都道府県－

報告者、市町村－報告者、調

査員－報告者  

（商業調査）  

配布：経済産業省－報告者 

回収（督促含む。）：報告者

－都道府県－経済産業省、報

告者－経済産業省  

・調査員、地方公

共団体の事務負担

の軽減に資するた

め 

対象範囲の

変更  

市：本所及び全ての支

所が自市内にある

従業者数 30 人未満

の企業  

都道府県：本所及び大

半の支所が自都道

府県内にある従業

者数 30 人未満の企

業  

総務省・経済産業省：

複数の都道府県に

支所を有する企

業、複数事業所を

有し従業者数 30 人

以上の企業、特定

の単独事業所 

（基礎調査）  

調査員：支所数９以下  

市町村：支所数 10 以上 29 以

下  

都道府県：支所数 30 以上 99

以下  

総務省：支所数 100 以上及び

常用雇用者 5,000 人以上  

（商業調査）  

都道府県：経済産業大臣が指

定する企業  

経済産業省：経済産業大臣が

指定する企業  

 

これについては、国、地方公共団体、統計調査員及び民間事業者の役割分担を
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平成 24 年経済センサス-活動調査に合わせて再整理したものであり、調査の確実

な実施に資するとともに、統計調査員及び地方公共団体の事務負担の軽減に資す

ると認められることから、適当である。 

（イ）変更事項２（基礎調査及び商業調査共通事項） 

基礎調査及び商業調査の調査票の種類について、総務省及び経済産業省の申

請では、下表のとおり変更する計画である。 

 

   表  

対象  変更後  現行  変更理由  

調査形態  調査票  調査形態  調査票  

事

業

所 

単独（存続）  調査員調査  

 

調査票Ａ  

調査票Ｂ  

調査員調査  

 

調査票Ａ  ・本社一括調

査を正確かつ

円滑に実施す

るため（調査

員調査（本社

一括調査）の

廃止）  

商業調査票  

新設（本所・

支所・単独）  

調査票Ａ  

 

調査票Ａ  

本社等確認

票（支所

用）  

商業調査票  

企業（本社・支社等

企業組織全体）  

直轄調査

（本社一括

調査）  

調査票Ｃ（企

業調査票）  

調査票Ｃ（事

業所調査票）  

調査員調査

（本社一括

調査）  

調査票Ａ  

調査票Ｂ  

直轄調査

（本社一括

調査）  

調査票Ａ  

調査票Ｂ  

商業調査票  

 

これについては、国、地方公共団体、統計調査員及び民間事業者の役割分担

を平成 24 年経済センサス-活動調査に合わせて再整理したものであり、調査の

確実な実施に資するとともに、統計調査員及び地方公共団体の事務負担の軽減

に資すると認められることから、適当である。 

（ウ）変更事項３（基礎調査及び商業調査共通事項） 

オンラインによる調査票の回収業務の対象について、総務省及び経済産業省

の申請では、回答方法の多様化による報告者の利便性の向上のため、基礎調

査については調査員調査の対象事業所まで拡大し、商業調査については今回

新たに導入する計画である。 

これについては、報告者の利便性の向上等に資するものと認められることか

ら、適当である。 

  （エ）変更事項４（基礎調査及び商業調査共通事項） 

     基礎調査及び商業調査におけるプレプリント事項について、総務省及び経済

産業省の申請では、基礎調査の試験調査結果を踏まえ、下表のとおり、プレプ

リント事項を拡大する計画である。 

    表 

調査項目  前回調査  26 年調査  

基礎調査

(H21) 

商業調査

（H19）  

名称・電話番号  ○ ○ ○ 
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所在地  ○ ○ ○ 

主な事業の内容  ○ － ○ 

事業所の開設時期  × ○ ○ 

経営組織  × ○ ○ 

単独事業所・本所・支所の別  × ○ ○ 

決算月  × － ○ 

組織全体の主な事業の内容 × － ○ 

    （注）「○」はプレプリントする項目、「×」はプレプリントしていない項目、  

      「－」は調査実施年に調査項目として存在していない項目をさす。  

 

     これについては、報告者負担の軽減に資するものと認められることから、適

当である。 

 

２ 諮問第８号の答申「経済構造統計の指定及び平成21年に実施される経済センサス‐

基礎調査の計画の承認等について」（平成20年８月20日付け府統委第109号）におけ

る今後の課題への対応について 

  前回答申において、今後の行政記録情報の活用の進捗状況を踏まえ、事業所母集団

データベース等の母集団情報の整備に資する基礎調査の今後の在り方について検討す

る必要がある、との指摘がされている。 

これについて、総務省の検討状況は、次のとおりである。 

①   統計法第27条の規定に基づき、事業所母集団データベースの整備事業として行

っている事業所・企業への照会業務は、母集団情報を経常的に整備・更新するこ

とを目的に実施している。しかしながら、事業所母集団データベースの整備事業

で現在活用している行政記録情報（労働保険情報、商業・法人登記簿情報）のみ

では、母集団情報全体の新設・廃業を網羅することに不足がある。 

②   事業所・企業への照会の回答状況はまだまだ不十分であり、今後更なる改善方

策を検討する必要がある。 

③   これらのことから、平成26年経済センサス-基礎調査の実施により、改めて全国

の全事業所を対象として網羅的に母集団情報を整備する必要がある。 

④   今後、経済センサス-活動調査の名簿情報の基となる母集団情報を的確に整備す

るためには、新たな行政記録情報の活用に向けた検討や新たな情報の収集手法を

検討し、事業所母集団データベースの整備事業として行っている事業所・企業へ

の照会業務を拡充する必要がある。 

⑤   また、今後については、平成26年経済センサス‐基礎調査結果の検証及び事業

所母集団データベースの整備事業による事業所母集団データベースの整備の進捗

状況を踏まえた上で、母集団情報の整備等のための調査としての基礎調査の在り

方を含め、検討していく。 

 

以上の今後の検討課題への対応のうち、①から③までについては、方向性としては、
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適当である。また、④及び⑤については、後述３の今後の課題で示した方向で検討す

る必要がある。 

 

３ 今後の課題 

  今後の課題は、以下のとおりである。 

(1) 平成 18 年３月の「経済センサスの枠組みについて」の中で指摘されている「５

年周期で実施する調査の間に実施する母集団情報の整備等のための調査」を中心

とした枠組みの検討について 

政府は、「平成 26 年経済センサス-基礎調査」実施後の「５年周期で実施する

調査の間に実施する母集団情報の整備等のための調査」を中心とした枠組みにつ

いて、今後、「総売上高」に係る調査の在り方や、他の関連統計調査を含めた調

査期日の統一化も含め、早急に検討する必要がある。 

(2) 母集団情報の整備等の在り方について 

総務省は、長期的には事業所母集団データベースを整備し、行政記録情報等と

照合してメンテナンスとアップデートする仕組みを目指し、以下の点について、

早急に対応する必要がある。 

①   新たな行政記録情報の活用に向けた検討や新たな情報の収集手法を検討し、

事業所母集団データベースの整備事業として行っている事業所・企業への照会

業務を拡充すること。 

②   平成 26 年基礎調査の結果の検証及び事業所母集団データベースの整備事業を

進めた上で、改めて母集団情報の整備等のための調査の在り方について検討す

ること。 

(3) プレプリント事項の拡大について 

経済産業省は、商業調査においてこれまでもプレプリント事項の拡大を順次進め

てきているところであるが、今後も、情報の機密保護を考慮しつつ、報告者負担の

軽減、国が把握している統計データの報告者への還元の観点から、更なるプレプリ

ント事項の拡大の可能性について、次回調査までに検討する必要がある。 
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別 紙 

平成 26年経済センサス-基礎調査において「総売上高を把握すること」の効果及び懸念等に関する部会審議の主な内容 
                              

 

項  目 効 果 懸 念 
 

対 応 策 

事業所母集団データ
ベースの整備との関
係 

○ 運用初期段階における事業所母集団データベースの

有用性を図り、利活用のための環境整備の一環に資す

る効果が期待できる。 

○ 事業所母集団データベースから調査対象事業所の状

況を事前に把握することが可能となる。 

○ 事業所母集団データベースと統計調査の総売上高を

確認することにより、調査結果の良否の確認が可能と

なる。 

○ 回収率低下の懸念に伴う事業所母集団デ

ータベースの整備への影響のおそれ 

 

○ オンライン調査の実施による
調査客体の利便性の向上及び情
報保護意識への対応 

 
○ 総売上高のデータ移送が可能
な統計調査のデータについて、デ
ータ移送の措置 

 
○ 経済センサスの知名度の向上
のための広報の実施や、即時かつ
的確に双方向で情報発信を行う
ことのできるソーシャルメディ
ア等を活用した広報の工夫 

 
○ 総売上高の必要性・重要性を記
載したリーフレット等を活用し
た調査協力依頼の強化 

 
○ 国及び地方公共団体から各業
界団体への協力依頼の徹底 

 
○ 地方公共団体において有効で
あったとされる手法を地方公共
団体同士で共有すること等によ
り事務体制を整備  

 
○ 調査票データ審査システム（仮
称）の活用を通じた審査内容の重
点化・効率化 

 
※以上については、適宜総務省（政
策統括官）経由で統計委員会及び部
会の委員等に情報提供予定。 

他の基幹統計調査等
との関係 

○ 総売上高を把握している各種統計調査のデータ補完

や、各種統計調査の結果確認への活用において有用性

の向上が図られる。 

○ 総売上高を従業者数等と同様にフェイス項目として

確認することによる統計の品質向上が期待できる。 

○ 標本抽出の際に、総売上高で層化することによって、

統計調査結果の精度向上が期待できる。 

○ 標本調査の可能性の拡大を探るための一つの検証 

（参考） 

EuroStatが作成した「ビジネスレジスター勧告マニ

ュアル」では、取引額などの規模指標の利用を可能と

することが望ましいとの指摘あり。 

○ 総売上高について、各種調査において複数

回の回答を求められることによる報告者負

担の増加及び回収率低下の懸念 

○ データ移送の対象となる統計調査の報告

者と対象とならない統計調査の報告者との

間で生じる不公平感への懸念 

○ 総売上高を層化の基準として使用する際、

基礎調査の実施時点と、標本抽出に用いる時

点にズレが生じることによる利用上の懸念 
 

基礎調査との関係 

○ 運用初期段階における事業所母集団データベースの

有用性を図り、利活用のための環境整備の一環に資す

る効果が期待できる（再掲）。 

○ 調査実施部局における審査業務の負担増
の懸念 

○ 経理項目の把握について、事業所とりわけ
小さな事業者からの根強い抵抗感への懸念
（特に来年は消費税が上がる時期と重なり、
行政への反感も強まる。） 

○ 地方公共団体における報告者への説明や
督促、加えて照会対応の負担増への懸念 
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